
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民の皆様へのお便り 

防災おうめ   掲 示 板 用  

  

防火・防災に関するお問合せ 
青梅消防署  青梅市師岡町３－２－５  ０４２８－２２－０１１９ 

日向和田出張所 

 

青梅市日向和田２－３０９－１  ０４２８－２４－０１１９ 

長淵出張所  青梅市長淵３－２０３－３  ０４２８－２１－０１１９ 

 

令和３年４月 
No. ２１７ 

 
青梅防火防災協会 

青梅消防署 

 

火災予防条例に適合した設置を 

 東京消防庁管内では、平成１６年１０月１日から新築の住

宅に住宅用火災警報器（以下「住警器」という。）の設置が義

務付けられ、既存の住宅には、平成２２年４月１日から設置

が義務付けられています。 

 住警器を設置することで、火災を早期に発見し、速やかな

通報や消火、避難が可能となり、被害を防止・軽減すること

ができます。 

 住警器は、全ての居室、台所及び階段に必ず設置しましょ

う。 

～住警器の設置と維持管理のポイント～ 

・全ての居室、台所及び階段に必ず設置しましょう。 

・定期的に作動状態の確認や機器本体の清掃をしましょう。 

・設置から 10 年を経過したものは本体の交換をしましょう。 

・連動型の住警器や屋外警報装置付きの住警器を設置すると、 

より安心です。 

 

 

 

 

今年に入り火災が１６件発生しており、前年比７件増となって

います。出火原因で最も多いのが放火、続いて焼却火となってい

ます。引き続き火の元の取り扱いに注意願います。 

（令和３年３月２４日現在の速報値） 

 

 

 

 

青梅市消防団では、消防団員を募集 

しています。１８歳以上の市内に居住 

または勤務する健康な方なら、どなたでも入団できます。 

女性消防団員も募集しており、火災を未然に防ぐための

火災予防啓発活動などに従事しています。 

     問い合わせ先 青梅市役所防災課消防係 

            ２２－１１１１（代表） 

 

青 梅 市 消 防 団 か ら お 知 ら せ 


